
２　市民課窓口で配布する転入者へのパンフレット（表）

滝川市町内会連合会連絡協議会

滝　　　　　 川　　 　　　市

町内会に入会しましょう！

町内会の主な活動

街路灯の維持管理
　暗い夜道を安心して歩けるように防犯灯の設置
や管理、電気料の支払いをしています。（市補助
あり）

交通安全指導
　交通事故防止のために、子どもの登下校時な
ど、交通安全運動に積極的に参加しています。

防犯・防災活動
　いつ起きるかわからない犯罪や災害に対する
防止や対策に、自主的に取り組んでいます。

環境美化活動
　地域の環境を守るため、道路や公園の清掃・
花壇整備、ゴミの減量や集団資源回収をしてい
ます。

親睦・交流活動
　地域の方々と交流を深め、円滑な地域活動を
進めるための事業や活動をしています。

情報の伝達・収集活動
　市広報や行政からのお知らせの回覧・配付、地
域の課題を集約して行政に要望する活動をして
います。

                      町内会入会申込書
                                                                                                                               　　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　町内会長　様

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家　族　　　　　　　　　　　　　人　

皆さんの住んでいる地域の町内会では、こんな活動をしています。

様式２－１ ※３階くらし支援課(７番窓口)でも申し受けます。



２　市民課窓口で配布する転入者へのパンフレット（裏）

あなたの参加で『明るく住みよいまちづくり」を

　町内会は、隣近所に住む身近な人たちで、地域をより良いものにしていくため
に、皆さんの会費と活動をもとに、自主的に運営している団体です。
　地域の皆さんで連帯意識を持ち、安心して安全に、いきいきと暮らしていける
まちをつくりましょう。

ご入会にあたっては、班長さんまたは会長さんにお申し出いただくか、隣近所の方にお尋ねくださ
い。
また、ご不明なことがあれば、市役所　くらし支援課までお気軽にお問い合わせください。
直通電話：２８－８０１２　（代表２３－１２３４）

　町内会の活動は表面に記載したもののほかにも、子どもやお年寄りを対象に
した取り組み、身近な街区公園の維持管理、市と協働による生活道路の排雪、
心配ごとや困りごとへの相談にものってくれるなど、皆さんに最も身近な団体
です。
　私たちは、決してひとりで暮らしていくことはできません。必ず誰かのお世
話になっていたり、誰かのお世話をしているものです。暗い夜道を明るく照ら
しているのは町内会が維持管理している街路灯であり、地域の環境美化や災害
に遭ったときに手を差しのべてくれるのが町内会です。何かあった時、支えに
なるのがあなたであり、隣近所であり、地域の町内会ではないでしょうか。
　市外から転入して来た方、市内で転居した方、まだ町内会に入会していない
方は、町内会の目的や役割を理解していただき、是非、地域の町内会に入会
し、町内会の活動にも参加して、明るく住みよい私たちのまちを築いていきま
しょう。

　　　　様式２－２


